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１．人と自然がともに暮らせるうるおいのある
まちづくり 

 
２．自然とふれあい健康で快適に暮らせるまち

づくり 
 
３．災害に強く安心・安全に暮らせるまちづく

り 
 
４．地域の個性や資源を大切にした美しいまち

づくり 
 
５．市民協働による地域間の連携がとれた活力

のあるまちづくり 

緑緑地地のの保保全全及及びび緑緑化化のの推推進進ののたためめのの施施策策  

 

第第ⅣⅣ章章  

第Ⅳ章では、第Ⅲ章で設定した施策

の基本方向をもとに、具体的な施策

内容を示しています。 

沼城小学校４年 道源
どうげん

 里奈
り な

さん 

『緑いっぱいのまちにしたい』
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農地の保全
 

森林の保全
 

海浜の保全(P96) 
河川・ダム湖・ため池の保全(P96) 

水辺の保全

森林・樹林地の保全(P92) 
森林・樹林地の管理、活用(P94) 

農地の保全、活用(P95) 

第Ⅳ章 緑地の保全及び緑化の推進のための施策

①
人
と
自
然
が
と
も
に
暮
ら
せ
る 

う
る
お
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

①都市の骨格となる 
緑の保全 

ビオトープネットワークの形成(P97)
 

多様性のある生態系の保全(P97)
 

②自然環境との共生
に配慮した緑の保
全、育成 

循環型の都市づくり(P98)
 

利用しやすい公園
づくり

求められる
多様なニーズへの対応(P99) 

管理手法の充実(P100) 質の高い緑の管理
手法の確立

ユニバーサルデザインによる整備・充実(P99)
市民参画による公園整備(P100) ②

自
然
と
ふ
れ
あ
い
健
康
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

③利用者の多様なニー
ズに対応した緑づく
り 

民有地への
緑化誘導 

公共空間の緑化
 

道路の緑化(P107) 
河川の緑化(P107) 
学校の緑化(P107) 
公共施設の緑化(P108) 

住宅地の緑化(P108) 
商業・業務地の緑化(P108) 
工業地の緑化(P108) 

⑤緑によるうるおい
のあるまちなみの
創出 

身近なオープンス
ペースの充実

公園・緑地の適切
な配置 

学校グラウンドの活用(P106) 
公共グラウンドの活用(P106) 

公共グラウンド等
の活用

住区基幹公園(P102) 
都市基幹公園(P102) 
特殊公園(P103) 
緩衝緑地(P104) 
都市緑地・緑道(P104) 

身近なオープンスペースの活用(P105)
道路、ポケットパーク(P105) 
河川(P105) 
海辺(P106) 

④身近なオープンスペ
ースの確保 

【５つの基本方針】 【10 の基本方向】 【施策の内容】
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災害を軽減、緩和する緑地の配置(P110)
 

災害時の避難地、
避難路の配置 

自然災害を防止する緑地の配置(P110)

防災拠点等の配置(P109) 
避難路等の配置(P109) 
公園と公共施設との一体的な配置(P110)

③
災
害
に
強
く
安
心
・
安
全

に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

⑥安心・安全に暮ら 
せる緑の創出 

中心市街地におけるにぎわいの創出(P111) 
 

④
地
域
の
個
性
や
資
源
を
大
切
に
し
た

美
し
い
ま
ち
づ
く
り

⑦緑をいかした市街
地のイメージアッ
プ 

歴史・文化的資源を
活用した魅力の創出

優れた自然資源の
活用 

⑧地域の個性や資源
の保全・活用 

貴重な樹木・樹林の保全、活用(P113)
歴史・文化的資源の魅力の創出(P113)

眺望地の保全・活用(112) 
自然をいかしたレクリエーション機能の充実(P112)

参画と協働のまちづくりの推進(P114)
 

⑤
市
民
協
働
に
よ
る
地
域
間
の
連
携
が 

と
れ
た
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

⑨協働による緑のま
ちづくりの推進 

緑化意識の高揚・啓発(P117)
 

⑩緑を守り、増やす
ための人づくり 

緑化活動・花いっぱいの推進(P116)

緑を通じた都市と農村の交流促進(P116)

緑に関する知識・技術の普及(P118)
 

緑をいかした地域の“顔”づくり(P111)

緑や環境に関する学習(P118)
 

【５つの基本方針】 【10 の基本方向】 【施策の内容】
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【基本方向 ①】 都市の骨格となる緑の保全 
都市の骨格を形成している森林・樹林地、農地、水辺といった「水と緑」を後世に伝えて

いくために、適切な維持・管理と指導・誘導により、将来にわたり保全していきます。 

 
（１）森林の保全 

各種法制度を活用した森林・樹林地の保全に努めるとともに、適切な維持・管理と森林整

備・再生、里山ボランティアの育成を進めます。 

 

１）森林・樹林地の保全 
施策・事業 施策の概要 

自然公園 
（自然公園法） 

・優れた自然の風景を守り、その利用の拡大を進めるため、自然公園法に

基づき指定する国立公園、国定公園、都道府県立自然公園。周南市では、

瀬戸内海国立公園と石城山県立自然公園が指定されています。 
・工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採、鉱物の採取または土砂の採取、

河川等の水位または水量の増減、汚水または廃水の排水、広告物の表示、

水面の埋立または干拓、土地や海底の形状の変更、植物の採取または損

傷、建築物の色彩等の許可に関しての規制があります。 
〔瀬戸内海国立公園〕 
・第１種特別地域（岩島）、第２種特別地域（太華山、州島、樺島）、第

３種特別地域（黒髪島）、普通地域（大島半島の大部分、大津島の一部

と瀬戸内海） 
＜指定状況＞ 

1,605.03ha（平成19年） 
〔石城山県立自然公園〕 
・第２種特別地域、第３種特別地域、普通地域（黒岩峡周辺等） 
＜指定状況＞ 

649ha（平成19年） 

 
保安林 
（森林法） 

・災害の防止や公共の福祉の増進を目的として、立木の伐採、造成等の行

為について厳しい制限が課せられた森林です。 
・周南市の保安林は主に水源涵養及び土砂流出防備保安林からなります。

種類としては、他に魚つき、保健等の保安林があります。 
＜指定状況＞ 

水源涵養   7,071ha 

土砂流出防備 2,661ha 

土砂崩壊防備   11ha 

干害防備     7ha 

魚つき      30ha 

保健      223ha 

計   9,829ha（平成19年） 

 

１．人と自然がともに暮らせるうるおいのあるまちづくり 
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施策・事業 施策の概要 

地域森林計画対

象民有林 
（森林法） 

・森林の保持培養と森林生産力の増進を図るため森林の整備保全に関する

計画を定めた民有林で、周南市の森林の大部分が該当します。 
・面積１ha以上の開発について、残すべき緑地面積の割合（20％以上）等、
一定の制限があります。 
＜指定状況＞ 

49,594ha（平成19年） 

 
市街化調整区域 
（都市計画法） 

・市街化を抑制すべき区域として指定します。 
・農林漁業等の用途以外の開発・建築行為が規制されます。 
 

開発許可制度 
（都市計画法） 

・都市計画区域で開発行為を行う際に事前に県知事の許可が必要となりま

す。市街化区域では原則1,000㎡以上の開発が対象となります。 

・市街化調整区域では、大規模な計画的開発等一定の条件を満たす開発以

外は規制を受けます。 
・開発の許可を受けた場合、緑地面積の割合（区域面積の３％以上）等、

一定の規制があります。 
 

特別緑地保全地

区、緑地保全地域 
（都市緑地法） 

〔特別緑地保全地区〕 
・都市計画区域内において、樹林地、草地、水沼地等の地区が単独若しく

は周囲と一体になって、良好な自然環境を形成しているもので、無秩序

な市街化の防止や、公害または災害の防止となるもの、伝統的・文化的

意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等とな

るもののいずれかに該当する緑地が、指定の対象となります。 
・造成や建築等の緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれのある行為は許

可されず、不許可のために損失を受けたものに対しては、その代償とし

て損失補償、土地の買い取り制度があります。 
〔緑地保全地域〕 
・里地・里山等都市近郊の比較的大規模な緑地において、比較的緩やかな

行為の規制により、一定の土地利用との調和を図りながら保全する制度

です。 
・造成や建築等の行為について、県知事への届出が必要になります。県知

事は、緑地の保全のために必要があると認めるときは、緑地保全計画で

定める基準に従い、行為の禁止若しくは制限、または必要な措置を講ず

ることを命令することができます。 
 

風致地区 
（都市計画法） 

・丘陵、樹林、水辺地等の自然が豊かな土地、郷土的意義のある土地、緑

豊かな住宅地等を含む良好な自然的環境がある土地等に、都市の風致を

維持するために指定する地区です。 
・造成や建築等の行為に条例で定める一定の制限があります。 
 

市民緑地制度 
（都市緑地法） 

・民有地緑地の保全及び利用の増進を図るため、地方公共団体または、緑

地管理機構が土地所有者からの申し出により契約を締結し、一定期間市

民が利用する緑地として設置・管理する緑地です。 
 



 

 94

施策・事業 施策の概要 

緑地管理機構制

度（都市緑地法） 
・ＮＰＯ法人等の団体が緑地管理機構として緑地の保全や緑化の推進を行

う制度です。これにより、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や

緑化の推進に対する取り組みを推進することができます。 
 

緑地環境保全地

域、自然記念物 
（山口県自然環

境保全条例） 

・森林、湖沼、渓谷等の所在する地域のうち、良好な自然環境を形成して

いる緑地の区域を保全するため、緑地環境保全地域が指定されていま

す。緑地環境保全地域では、指示標識、解説板等を設置するとともに、

山口県自然保護指導員を配置し、動植物等の捕獲・採取の取締、ゴミ処

理、火災予防等の指導を行っています。 
・学術的価値のある樹木、樹林を自然記念物として指定し、保全に努めて

います。 
＜指定状況＞ 

緑地環境保全地域（高瀬峡地区、阿弥陀寺・苔谷地区(防府市にまたがる)） 

自然記念物（中須八幡宮樹林、二俣神社樹林、飛龍八幡宮樹林、松原八幡宮樹林）

 

 

２）森林・樹林地の管理・活用 

施策・事業 施策の概要 

森林管理事業 〔生活環境保全林管理事業〕 
・生活環境保全林（長野山、高瀬湖、太華山、烏帽子ヶ岳）の適正な管理

を行います。 
・生活環境保全林は保健休養、レクリエーション活動の場として、市民に

広く開放します。 
 

森林整備事業 〔森林整備地域活動支援事業〕 
・森林の巡視、現況の把握等の森林所有者による日常的な活動を支援し、

適切な森林整備・保全を図ります。 
〔公有林整備事業・公有林保育事業〕 
・市有林の造林及び再造林を計画的に行い、市有林の資源の保続、培養を

図り、基本財産の造林と公益機能の増進を図ります。 
 

里山ボランティ

アの育成 
・人々の生活と密接にかかわってきた里山の維持、再生を図るため、下草

刈り、間伐、落ち葉かき、苗の植栽、雑木林の手入れ作業等を行う、里

山ボランティア活動を推進します。 
・周南市ボランティア人材バンク等を活用しつつ、活動のリーダーとなる

人材の育成を図ります。 
 

森林・樹林地の 
再生 

〔やまぐち森林づくり県民税による保全事業〕 
・山口県では、荒廃が深刻化している森林を適正に維持・管理し、県民共

有の財産として次世代に引き継いでいくため、森林の整備を目的とした

独自の税制として、平成17年４月１日から「やまぐち森林づくり県民税」

が導入され、荒廃森林の再生事業が進められています。 
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（２）農地の保全 

法制度に基づく農用地の保全に努めるとともに、環境保全型農業や棚田の保全といった地

域の取り組みを支援し、また、状況に応じて市民農園・観光農園としての利用を図ります。 

 
１）農地の保全、活用 

施策・事業 施策の概要 

農業振興地域 
農用地区域 
（農業振興地域

の整備に関する

法律） 

・農業振興地域では、市が農業振興地域整備計画を定め、農業上の土地利

用を確保すべき区域として農用地区域を指定します。 
・農用地区域では、開発行為の規制など土地利用制限がかかります。 
・計画の適切な管理により、引き続き、優良農地の保全・確保に努めます。

＜平成19年３月現在＞ 

農用地区域面積 2,592ha 

 
地域ぐるみでの

農地の保全 
・食糧の供給だけでなく、環境保全や教育・防災など、農地の持つ多面的

機能を踏まえ、中山間地域等直接支払制度や農地・水・環境保全向上対

策などにより、地域ぐるみで農地や農村環境を守る活動を支援します。

市民農園 
（特定農地貸付

に関する農地法

の特例に関する

法律） 

・市民農園を活用し、都市住民等に農業生産・農業体験の場を提供します。

・土とのふれあいを通した市民の緑への理解の促進を図ります。 
＜平成19年度実績＞ 

10箇所 254区画（うち205区画契約） 

 

観光農園の 
活用 

・農産物の高付加価値化やグリーンツーリズムの場づくりを図るため、観

光農園の育成を図ります。 
・市内外への積極的なＰＲ等により支援します。 
＜観光農園の現状＞ 

須金フルーツランド（13園）、他６園（大島、八代、中須、湯野、鹿野、鹿野上）

 
環境保全型農業

の普及促進 
・農業者ぐるみで化学肥料や化学合成農薬の低減を図り、自然にやさしい

先進的な営農活動に対し、支援、普及・啓発、ＰＲを図ります。 
＜実績＞ 
エコファーマー認定 121人（平成19年現在） 

 
・稲作等の耕種農家から畜産農家への稲わら等の提供や、畜産農家から耕

種農家への堆肥の提供等、耕種農家と畜産農家の耕畜連携による循環型

農業の取り組みを促進します。 
＜実績＞ 
耕畜連携稲わら交換の実施ほ場面積 約30ha（平成18年） 

 
棚田オーナー制

度 
・美しい棚田景観を形成している農地は、棚田オーナー制度の取り組みを

進め、貴重な地域の景観資源として地域と連携した保全を進めます。 
＜実績＞ 

中須北地区（平成18年度 13家族、 平成19年度 15家族） 
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（３）水辺の保全 

瀬戸内海に面する海浜や河川・ダム湖・ため池の水辺については、規制・誘導等による保

全と、自然環境に配慮した護岸整備等を進めます。 

 
１）海浜の保全 

施策・事業 施策の概要 

自然海浜保全地

区（山口県自然環

境保全条例） 

・自然の状態が保たれ、海水浴、潮干狩等で身近に親しまれている自然海

浜の保存と適正利用を図るため、山口県自然海浜保全地区条例に基づき、

地元関係者の理解と協力のもと、自然海浜保全地区が指定されています。

・自然海浜保全地区では、工作物の新築等に関して届出が必要となります。

＜指定状況＞ 

刈尾自然海浜保全地区；2.38ha、海岸線300m 

 
自然海岸の保全

対策 
・台風等により高潮浸水被害を受けた場合は、護岸等の整備を図り、自然

海岸の保護対策を進めます。 
 

 

２）河川・ダム湖・ため池の保全 

施策・事業 施策の概要 

多自然型工法 ・生物の良好な生息・生育環境に配慮しつつ、美しい水辺景観を創出する

ため、多自然型工法による護岸整備を図ります。 
＜実績＞ 

黒木川河川改修 L=1,000ｍ 

隅田川河川改修 L=890m 

苔谷川河川改修 L=490m 
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【基本方向 ②】 自然環境との共生に配慮した緑の保全、育成 
森林・樹林地や、農地、水辺等を中心に、在来生物の保全や地域の生態系の維持・保全な

ど多様な生物の生息・生育環境の保全・育成や、移動空間の確保を含めたビオトープネット

ワークの形成と自然環境との共生に配慮した循環型の都市づくりを進めます。 

 
（１）多様性のある生態系の保全 

多様な生態系の保全・育成を図るため、市民との協働による野生生物の現況調査を進める

とともに、外来生物については、法に基づき適切な対策を進めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

環境モニタリン

グの実施 
・野生生物の生息・生育環境の現状を把握するため、市民との協働により、

調査を行います。 
・周南市が実施している環境モニタリングについて、効率的な測定地点の

設定や測定結果の評価方法を検討しつつ、今後も継続していきます。 
＜環境モニタリング＞ 

水質；市内の河川水、海域水及び海域底質の水質 

大気；降下ばいじん、硫黄酸化物、水銀、重金属 

騒音；環境騒音と自動車騒音 

・水環境等の自然環境の変化に対しては、市民の目からも観測・評価でき

る環境モニタリングの仕組みの導入を図ります。 
・環境の指標となる生物の定期的・定点的な採取をイベントとして行う等、

環境意識の啓発にも役立てます。 
 

野生生物の保全

対策の推進 
・生態系との調和を踏まえた森林整備、多自然型護岸の整備、藻場や干潟

の保全・再生など、野生生物の生息・生育環境の保全や再生に努めます。

 
外来生物の防除

対策の推進 
・法令に基づき、国や県と連携して、適切な飼育や栽培方法の啓発に努め

ます。また、生態系等への被害が生じる恐れがある場合は、防除対策を

検討します。 
 

 

（２）ビオトープネットワークの形成 

中山間地域の森林・樹林地、農地から海浜、島しょ部まで、河川を軸として、ダム湖、た

め池、公園・街路樹等の拠点となる水と緑において、多様な生物の生息空間を確保し、ビオ

トープネットワークの形成を進めます。 

 

施策・事業 施策の概要 

ビオトープネッ

トワークの形成 
・生物の多様性に配慮した森林整備、再生事業や里山保全活動、環境保全

型農業の促進、河川、ため池等の護岸における多自然型工法の活用等に

より、様々な空間において、ビオトープの創出を図ります。 
・公園や学校等のオープンスペースを活用して、ビオトープの拠点となる

空間の創出に努めます。 
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（３）循環型の都市づくり 

「周南市地域新エネルギービジョン」に基づき、緑に関する資源やエネルギーの循環・効

率化等、循環型都市づくりに向けた各種施策を進めます。 
 

施策・事業 施策の概要 

バイオマスの活

用促進 
・「周南市バイオマスタウン構想」（策定予定）や「周南市地域新エネル

ギービジョン」に基づき、森林バイオマス（間伐材・林地残材）の回収

及び有効利用（エネルギー転換）を促進し、緑を最後まで役立てる、循

環の仕組みを図ります。 
・事業者と連携し、付加価値の高いバイオマス燃料の供給、及び積極的な

利用を図ります。 
 

緑のリサイクル

事業 
・公園・街路樹の維持管理で発生する樹木の伐採木や剪定枝は、チップ化

処理を行い、マルチング材や堆肥として再利用を図ります。 
 

樹木の再利用 ・不要となった樹木を再利用するための情報交換の場を検討します。 
 

維持管理におけ

る雨水の利用 
・植物への潅水や防火用水等は雨水を利用する等、水資源の節約に努めま

す。 
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【基本方向 ③】 利用者の多様なニーズに対応した緑づくり 
子どもから高齢者まで、また、日常的な利用から広域的な利用まで、多様なニーズに対応

した公園・緑地等の整備・充実を図ります。 
 
（１）求められる多様なニーズへの対応 

成熟した都市型社会においては、スポーツ・レクリエーションはもとより、健康志向、歴

史・文化等の生涯学習意欲の高まりから、憩い、集い、散策、スポーツ、健康づくり、自然

とのふれあいといった多様なニーズに対応した公園づくりを進めます。 
 
施策・事業 施策の概要 

公園・緑地の利用

促進 
・市民との協働により、利用者のニーズに応じた公園機能の充実や、広報、

イベントの開催による公園のＰＲ、情報の提供等を図り、公園の利用率

や満足度の向上を図ります。 
 

スポーツ施設の

充実 
・身近なイベントから地方大会、全国大会、国際大会まで、またプロスポ

ーツの開催等、様々なスポーツの規格・基準に応じたスポーツ施設の機

能の充実を図ります。 
 

健康遊具の設置 ・地域住民が気軽に利用できる健康づくりの場として機能の充実を図るた
め、公園利用者のニーズに応じて健康遊具の設置を進めます。 

 
身近なビオトー

プの創出 
・生物の好む樹種の選定や野生生物の生息・生育空間の創出に努め、生態

系保全に配慮した公園整備を進めます。 
 

地域の歴史の共

有と継承 
・指定史跡はもとより、地域に根ざした歴史・文化の再発見と共有、継承

を図るため、身近な公園づくりにおいても地域の歴史・文化的資源をい

かした整備を進めます。 
 

 
（２）利用しやすい公園づくり 

子どもから高齢者まで、誰もが安全、快適に利用できるようにユニバーサルデザインによ

る公園整備を進めるとともに、計画段階からの市民参画を基本とした公園づくりを進めます。 
 

１）ユニバーサルデザインによる整備・充実 

施策・事業 施策の概要 

移動等バリアフ

リー基本構想 
・周南市移動等バリアフリー基本構想に基づき、安全で快適な移動空間を

確保するため、公園のバリアフリー化を進めます。 
・公園内の施設整備にあたっては、都市公園移動等円滑化基準に基づいて

行います。 
 

２．自然とふれあい健康で快適に暮らせるまちづくり
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２）市民参画による公園整備 

施策・事業 施策の概要 

ワークショップ

の開催 
・公園整備においては、事前に地域住民が参画するワークショップを開催

し、市民ニーズに即した、利用しやすい施設整備に努め、地域が主体的

に管理するための仕組みづくりを誘導します。また、周辺環境に配慮し

住民の意向に沿った樹種を選定するなど、地域のシンボルとなる緑化を

進め、地域が主体となった緑化活動を推進します。 
 

 

（３）質の高い緑の管理手法の確立 
公園・緑地を中心とした緑について、より充実した緑へと高めていくための管理・運営手

法を確立していきます。 
 

１）管理手法の充実 

施策・事業 施策の概要 

緑の管理体制の

統合 
・多様な施設の緑に関する管理を統括指導する体制を確立し、効率的かつ

統一のとれた管理をめざします。 
 

緑の管理計画の

策定 
・長期的な緑の管理のあり方や方向性の明確化、整備の進展に対応した緑

の管理計画を策定します。 
 

緑の現況調査の

実施 
・公園、街路樹や樹林地の配置や内容等緑の現況の基礎調査を定期的に行

います。 
 

サービスの充実 ・大規模公園においては、利用者に対する接客や施設利用にあたっての広
報、情報提供の充実を図ります。 

 
安全性の確保 ・公園パトロールによる点検、指導を実施する等、遊具等の安全な利用に

向けた、管理の充実に努めます。 
 

公園施設管理の

一元化、システム

化 

・公園施設の利用に関して、インターネットを活用した利用案内情報提供・

申込みシステムの導入を図る等、管理の一元化と利便性の向上に努めま

す。 
 

指定管理者制度

の活用 
・大規模な公園は、効果的・効率的な公園施設の管理・運営を図るため、

指定管理者制度の活用による民間事業者等の参画を図ります。 
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【基本方向 ④】 身近なオープンスペースの確保 
都市公園を中心として、市民の多様なニーズに対応した身近なオープンスペースの確保を

図ります。 

 

（１）公園・緑地の適切な配置 

都市公園の整備については、利用者の多様なニーズへの対応に配慮しつつ、都市公園の種

別ごとの機能に応じたバランスよい配置に努めます。 

 

■都市公園の種類 
種類 種 別 内  容 

街区公園 
主として街区内に居住する市民が利用することを目的に設置する公園で

あり、概ね 250ｍの距離の範囲に居住者を誘致することを基本とし、2,500

㎡程度の面積を標準とします。 

近隣公園 
主として近隣に居住する市民が利用することを目的に設置する公園であ

り、概ね 500ｍの距離の範囲に居住者を誘致することを基本とし、２ｈａ

程度の面積を標準とします。 

住
区
基
幹
公
園 

地区公園 
主として徒歩圏内に居住する市民が利用することを目的に設置する公園

であり、概ね 1,000ｍの距離の範囲に居住者を誘致することを基本とし、

４ｈａ程度の面積を標準とします。 

総合公園 
主として一つの都市を単位として居住する市民の休息、観賞、遊戯、運動

等の総合的な利用を目的とする公園であり、１箇所あたり 10～50ｈａの面

積を標準とします。 

基
幹
公
園 

都
市
基
幹
公
園 運動公園 

主として運動の利用を目的とする公園であり、１箇所あたり 15～75ｈａの

面積を標準とします。 

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に即し

て配置します。 

緩衝緑地 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地

帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域

と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について配置

します。 

都市緑地 
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るため

に設けられている緑地であり、１箇所あたり面積 0.1ｈａ以上を標準とし

ます。 

緑  道 

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適

性の確保等を図ることを目的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡

するように設けられる植樹帯及び歩行者路または自転車路を主体とする

緑地で、幅員 10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、

駅前広場等を相互に結ぶように配置します。 

広場公園 主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観の向

上、周辺施設利用者のための休息等の利用を目的として配置します。 
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１）住区基幹公園 

施策・事業 施策の概要 

街区公園 
 

・地域コミュニティにおいて最も身近な公園として、地域のバランスに配

慮した整備を検討します。また、地域のニーズや実情に応じて既設公園

のリニューアルを行います。 
＜整備実績＞ 

街区公園 25.28ha 

 
近隣公園 

 
・主に徒歩圏内に位置する身近な公園として地域バランスに配慮した整備

を検討します。現在整備中の高水近隣公園については早期開設を目指し

ます。また、地域のニーズや実情に応じて既設公園のリニューアルを行

います。 
・大津島公園は回天発射訓練基地跡等歴史資源が多くあるため、近隣公園

から歴史公園への変更を検討し、歴史資源の保全と活用により交流空間

やレクリエーション拠点の創出を図ります。 
 ＜整備実績＞ 

近隣公園 33.28ha 

 

地区公園 
 

・辰尾公園について、周辺の辰尾神社に隣接する緑地及び周辺部を含めた

公園整備を検討します。 
 

 

２）都市基幹公園 

施策・事業 施策の概要 

総合公園 
 

永源山公園 
・ユニバーサルデザインに配慮した各エントランスの整備により回遊性

の確保を図るとともに、防災機能の強化に努め、計画区域の早期開設

を図ります。 
桑原不燃物処理場跡地利用 
・市域西側における新たなスポーツ拠点として、桑原不燃物処理場跡地

の活用を検討します。 
＜整備実績＞ 

総合公園 13.3ha（都市計画決定 25.9ha） 
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３）特殊公園 

施策・事業 施策の概要 

動植物公園 徳山公園 
・徳山動物園や周南市文化会館があり、総合公園に類する機能を有して

おり、広域避難地としての機能整備や観光・文化的機能を持つ都市公

園（総合公園）としてリニューアルを検討します。 
＜整備実績＞ 

動植物公園 8.1ha(都市計画決定 8.2ha) 

 
歴史公園 若山城跡公園（仮称） 

・県の指定文化財である若山城跡は、地域の歴史を象徴する史跡として、

散策、眺望等レクリエーション機能を有しており、将来的に歴史公園

としての整備を検討します。 
 

墓園 大迫田墓園 
・大迫田墓園については、今後とも、墓地が持つべき清浄さや厳粛さに

配慮しつつ、適切な維持・管理に努めます。 
＜整備実績＞ 

墓園 9.1ha（計画決定 16.3ha） 
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４）緩衝緑地 

施策・事業 施策の概要 

緩衝緑地 周南緑地 
・周南市のスポーツ・レクリエーション機能を代表する施設として、ユ

ニバーサルデザインに配慮した既存施設のリニューアルを検討しま

す。 
・住工分離の原則のもと緩衝緑地機能の保持に努めます。 
・中央緑地、東緑地においては、隣接する周陽公園と一体として広域防

災拠点としての機能充実に努めます。 
・西緑地においては市街地内における貴重な自然環境の保全と活用を図

ります。 
＜整備実績＞ 

緩衝緑地 79.6ha（計画決定 84.3ha） 

 
 

５）都市緑地・緑道 

施策・事業 施策の概要 

都市緑地 ・都市緑地については、都市環境の向上に向けて既設緑地の保全・充実を

図るとともに、必要に応じて整備を検討します。 
＜整備実績＞ 

都市緑地６箇所、1.47ha 

 
緑道 ・周南緑道については、避難路の確保及び都市環境の向上に向けて緑の保

全・充実を図ります。 

＜整備実績＞ 

緑道  １箇所、1.60ha 
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（２）身近なオープンスペースの充実 

地域住民の日常生活において身近な存在となっている児童遊園場等の既設のオープンスペ

ースの充実を図るとともに、道路・河川等の公共空間を活用したオープンスペースの確保や、

民有地等を活用した新たな展開を検討していきます。 
 
１）身近なオープンスペースの活用 

施策・事業 施策の概要 

児童遊園・ちびっ

子広場 
・歩いていける身近な場所での交流の場や遊びの場として、設置または補

助を図り、有効に活用します。 
・設置基準を設け、子どもの遊び場としての必要性を検証します。 
・児童遊園の活用目的と効率的な維持・管理の方策を検討します。 
＜実績＞ 

児童遊園 53箇所 50,441㎡（市が設置し地域で管理） 

ちびっこ広場 26箇所 10,887㎡（地域での設置等に補助） 

 
普通公園・農村公

園 
・都市計画区域外に立地する普通公園、農村公園については、地域の身近

なオープンスペースとして、地域住民との協働による維持・管理に努め

ます。 
＜実績＞ 

普通公園 ３箇所 28,200㎡ 

農村公園 ６箇所 10,200㎡ 

 
オープンガーデ

ンやコミュニテ

ィガーデンの展

開 

・個人の庭を一定のルールのもとに公開するオープンガーデン活動や市民

が主体となって身近な空地等を緑化し、“地域の庭”をつくるコミュニ

ティガーデン活動等、緑化活動を通じて市民が交流する仕組みづくりを

検討します。 
 

 

２）道路、ポケットパーク 

施策・事業 施策の概要 

道路空間の利用 ・主要道路や沿道等の余裕のある道路空間を利用して、緑化修景、ポケッ
トパーク等の整備・充実を図り、歩行者の憩いの場の創出に努めます。

 

 
３）河川 

施策・事業 施策の概要 

河川の公園的整

備 
・河川においては、自然との調和を図りながら、水とふれあえる環境とし

て、夜市川沿いのサイクリングロード等公園的な整備・充実を図ります。

 
水辺の楽校プロ

ジェクト 

・水辺の楽校プロジェクト等の補助制度を活用し、地域と行政が一体とな

った水辺の環境学習の場の創出を図ります。 
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４）海辺 

施策・事業 施策の概要 

海浜の公園的整

備 
・埋立事業と連携を図り、環境・景観に配慮した港湾緑地整備を促進しま

す。 
・ＪＲ徳山駅南側のウォーターフロント地区では、中心市街地整備事業と

の連携を図り、徳山下松港ポートルネッサンス２１計画に基づく港湾整

備により、市民が憩えるうるおいのある水辺空間の創出を図ります。 
・晴海緑地公園においては、引き続き適切な維持・管理と整備を行います。

 

 
（３）公共グラウンド等の活用 

学校のグラウンドや各地域に立地している公共グラウンド、運動場等については、適切な

維持・管理に努め、既存ストックを活用した身近なオープンスペースの確保に努めます。 

 
１）学校グラウンドの活用 

施策・事業 施策の概要 

学校施設の有効

利用 
・地域の貴重なオープンスペースとして、周南市学校施設利用条例に基づ

き、各種行事、スポーツ活動等への利用を図ります。 
 

 
２）公共グラウンド等の活用 

施策・事業 施策の概要 

公共グラウンド

等の活用 
・各地域に立地しているグラウンドや運動場等のスポーツ・レクリエーシ

ョン施設については、今後とも適切な維持・管理により、地域住民の身

近な施設として活用していきます。 
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【基本方向 ⑤】 緑によるうるおいのあるまちなみの創出 
道路や河川、学校等の公共空間や、住宅地、商業・業務地、工業地といった民有地の緑化

を促進し、緑豊かなうるおいのあるまちなみの創出を図ります。 

 
（１）公共空間の緑化 

道路や河川、学校等の公共空間は、多くの人々が集まり、交流する場であるため、地域特

性や周囲の景観に配慮した質の高い緑化を図り、良好な都市景観・環境を形成していきます。 

 
１）道路の緑化 

施策・事業 施策の概要 

街路樹の整備 ・道路の特性を踏まえた街路樹の整備を図ります。 
・配置する樹種については、地域特性を考慮して選定します。 
・長期的な管理計画を作成し、適切な維持・管理のもと樹木の質の向上を

図ります。 
 

歩行者空間の緑

化 
・花による沿道施設の緑化誘導により緑豊かな都市景観の創出を図ります。

緑の都心軸の整

備 
・中心部の幹線道路において周南市らしい緑の都心軸を形成します。 

 

２）河川の緑化 

施策・事業 施策の概要 

堤防・法面の緑化 ・各河川の状況を考慮しつつ、グランドカバーにより堤防、法面の緑化を
図ります。 

 
 

３）学校の緑化 

施策・事業 施策の概要 

学校ビオトープ

の創出 
・学校にビオトープを創出し、身近な自然とふれあえる環境づくりとして、

市街地における点的なビオトープを増やします。 
＜実績＞ 

福川小学校 

 
環境学習に利用

できる緑化 
・植物の成長の観察、環境美化等、教育を目的として各学校で花壇づくり

に取り組みます。 
・自然観察の場、休憩地等となる学校林については、学校と協力しつつ維

持管理の仕組みづくりを検討します。 
＜学校林保有学校＞ 

大道理小･三丘小・八代小・須金中・須々万中・鹿野中 
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４）公共施設の緑化 

施策・事業 施策の概要 
官公庁施設の緑

化 
・市役所や支所等の官公庁施設については、地域や地区の拠点として風格

やシンボル性を有し、市民に親しまれる緑化を行います。 
 

緑のカーテンの

実施 
・地球温暖化対策のため、市役所本庁舎、支所等において、壁面緑化等の

緑のまちづくりに取り組みます。 
＜実施予定＞ 

平成20年度、市内支所８箇所程度 

 
文化施設の緑化 ・文化会館や美術博物館といった、多くの人々が来訪する施設においては、

周辺環境との調和に配慮しつつ、施設の魅力を向上させる緑化を図ります。
 

 

（２）民有地への緑化誘導 
住宅開発における指導や、屋上・壁面緑化への支援、住工分離を目的とした工業地の緑化

といった、目的に応じた手法により、民有地の緑化を誘導します。 

 
１）住宅地の緑化 

施策・事業 施策の概要 
地区計画制度 ・都市計画法に基づき、地区特有のルールを作り住民との協働により、緑

豊かなまちなみの創出と景観の統一化を図ります。 
 

開発許可制度 ・開発行為を行う際に事前に県知事の許可が必要となります。開発におい

ては開発区域の面積の３％以上の公園・緑地等を確保します。 
 

屋上緑化・壁面緑

化への支援 
・緑化スペースに制約がある住宅や中高層住宅において、屋上緑化や壁面

緑化等、施設の緑化促進に対する支援方策の導入を検討します。 
 

緑地協定 
（住宅地） 

・良好な住環境を創出するため、関係者全員の合意によって区域を設定し、

緑地の保全または緑化に関する協定を締結します。 
 

 

２）商業・業務地の緑化 

施策・事業 施策の概要 
屋上緑化・壁面緑

化への支援 
・屋上緑化や壁面緑化等、施設の緑化促進に対する支援方策の導入を検討

します。 
 

 
３）工業地の緑化 

施策・事業 施策の概要 
工場立地法 ・工業地の緑化指導・誘導は、住工分離、及び工場と周辺環境の保持のた

め、工場立地法及び山口県の定める地域準則に従い、工業地域における

緑化基準が遵守され、緑地の適切な維持管理がされるよう指導・誘導を

行います。 
 

緑地協定 
（住工分離） 

・臨海工業地においては緑地協定の締結により、住工分離の原則のもと、

緩衝帯となる緑地を確保し維持します。 
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【基本方向 ⑥】 安心・安全に暮らせる緑の創出 

市民が安心・安全に暮らせるまちづくりを進めるため、防災拠点となる公園・緑地の機能

の充実や、火災の延焼等を軽減、緩和する緑地、自然災害からまちを守る緑地の配置に努め

ます。 

 
（１）災害時の避難地、避難路の配置 

広域的な防災拠点となる大規模公園から、一次避難地等の地域に身近な公園・緑地まで、

規模に応じた防災機能の充実、緑道や歩道等の避難路の配置に努めます。 

 
１）防災拠点等の配置 

施策・事業 施策の概要 

防災公園の配置 広域防災拠点 
・周南緑地（中央緑地・東緑地）及び周陽公園を一体的に広域防災拠点と

して位置づけ、災害時における救援活動拠点、救援物資輸送の拠点、復

旧、復興機材の集積拠点として防災機能の充実に努めます。 
地域防災拠点 
・永源山公園を地域防災拠点として位置づけ、救援部隊の駐留・活動拠点、

救援物資輸送の拠点として防災機能の充実に努めます。 
広域避難地 
・徳山公園を広域避難地として位置づけ、防災機能の充実に努めます。 
一次避難地 
・既成市街地における近隣公園や、周辺施設と一体化した一定規模以上の

街区公園については、一次避難地として位置づけ、災害応急対策のため

の施設整備を進めます。 
 

 

２）避難路等の配置 

施策・事業 施策の概要 

緑道 ・既成市街地において、災害時における避難路を確保するため、必要に応

じて、植樹帯及び歩行者路または自転車路を主体とする緑道の整備を検

討します。 
 

歩道、植栽帯 ・避難地にアクセスする道路等において、歩道の充実や緩衝帯となる植栽

帯を配置し、安全な移動空間を確保します。 
 

 

３．災害に強く安心・安全に暮らせるまちづくり
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３）公園と公共施設の一体的な配置 

防災活動の効果的な機能充実を図るため、学校教育施設やコミュニティ施設等の公共施設

との一体的な公園配置に努めます。 

施策・事業 施策の概要 

防災拠点等の効

果的な機能充実 
・防災活動拠点としての機能を有する公園の配置において、小中学校等の

教育施設や、グラウンド等の体育施設、公民館等のコミュニティ施設、

さらには医療、保健施設等の立地状況を勘案し、相互に効果的な機能が

発揮できるよう、一体的な配置に努めます。 
 

 

 
（２）災害を軽減、緩和する緑地の配置 

臨海部の工業地における協定緑地をはじめとして、市街地における火災の延焼等、大規模

災害を軽減、緩和する緑地の配置に努めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

工場立地法 ・山口県の定める地域準則に従い、工場と周辺環境の保持のために工業地

域における緑化基準が遵守され、緑地の適切な維持管理がされるよう指

導・誘導を行います。 
 

緑地協定 ・大規模な災害につながる可能性がある臨海工業地においては、緑地協定

の締結により、緩衝帯となる緑地を確保し維持します。 
 

身近な緑の充実 ・都市公園や社寺境内地の樹木、樹林地は、火災の延焼等を防止、軽減す
る役割を担うため、火災に強い樹種の選定を含め、適切な維持・管理に

より緑の保全・育成に努めます。 
 

街路樹の樹種選

定 
・街路樹は、火災の延焼防止、軽減する役割を担うため、火災に強い樹種

を選定する等、防災に配慮した配置に努めます。 
 

 

（３）自然災害を防止する緑地の配置 

地すべり等の自然災害からまちを守るため、各種法制度に基づく森林・樹林地の保全に努

めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

規制・誘導による

森林・樹林地の保

全 

・保安林や砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域等の適切な維持、管理と誘

導により、自然災害を防止する森林、樹林地の保全に努めます。 
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【基本方向 ⑦】 緑をいかした市街地のイメージアップ 

都市・地域の“顔”となる地区を中心に、緑化による緑をいかした都市の魅力の向上を図

ります。 

 
（１）中心市街地におけるにぎわいの創出 

緑の充実により中心市街地の魅力の向上とにぎわいの創出を図るため、都市の玄関口とい

えるＪＲ徳山駅周辺を中心として、各種事業等と併せた計画的な緑化を進めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

駅前空間の緑化 ・ＪＲ徳山駅の駅前空間において、都市の顔となる、シンボル的な緑化の
充実を図ります。 

 
広場・公園 ・中心市街地等の商業、業務地において、都市の景観の向上、周辺施設利

用者のための休息等の利用を目的として、広場・公園の配置を検討しま

す。 
 

中心市街地活性

化基本計画 
・中心市街地活性化基本計画を策定し、市民と協働しつつ、にぎわいのあ

る中心市街地の形成に向けた計画的な緑化を進めます。 
 

 

（２）緑をいかした地域の“顔”づくり 

緑をいかした地域の“顔”づくりを進めるため、鉄道駅や支所周辺において、地域特性に

応じた魅力ある緑化を進めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

駅前空間の緑化 ・鉄道駅の駅前空間において、地域の顔となる、シンボル的な緑化の充実
を図ります。 

 

 

４．地域の個性や資源を大切にした美しいまちづくり
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【基本方向 ⑧】 地域の個性や資源の保全・活用 
自然や歴史・文化といった地域の個性や資源をいかし、周辺の緑と融合・調和した魅力の

創出を図ります。 

 
（１）優れた自然資源の活用 

緑豊かな森林・樹林地をいかし、美しい景観を眺めることができる眺望地の保全・活用を

含め、自然とふれあえる施設の充実を進めます。 

 
１）眺望地の保全・活用 

施策・事業 施策の概要 

眺望地の保全・活

用 
・太華山山頂広場や若山城跡、烏帽子岳ウッドパーク等、市街地や瀬戸内

海等を眺めることができる眺望点においては、周辺樹木の適正管理等に

よる眺望の確保とともに、眺望点に至る遊歩道の整備を図ります。 
 

 

２）自然をいかしたレクリエーション機能の充実 

施策・事業 施策の概要 

自然とふれあえ

るレクリエーシ

ョン施設の充実 

〔長野山緑地〕 
・長野山緑地については、都市と農村の交流など自然とふれあえる場とし

て、活用を図ります。 
〔須々万ふれあいの森の整備〕 
・須々万ふれあいの森については、市民と行政との協働により施設の充実

を図り、レクリエーション活動の場として活用を進め、交流を図ります。

〔遊歩道の整備〕 
・山麓部の緑を管理できる遊歩道を兼ねた管理道路・通路の整備を検討し

ます。 
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（２）歴史・文化的資源を活用した魅力の創出 

地域の魅力を創出するため、各種制度を利用した地域固有の歴史・文化的資源、貴重な樹

木・樹林の保全に努めるとともに、観光資源としての活用を図ります。 

 

１）貴重な樹木・樹林の保全、活用 

施策・事業 施策の概要 

天然記念物 
（樹木・樹林に関

するもの） 

・天然記念物のうち樹木・樹林について、継続して適切な管理に努めます。

また、調査により貴重なものについては指定手続きを進めていきます。

＜平成20年1月現在＞ 

国指定；大玉スギ 

県指定；秘密尾の氷見神社社叢、須万風呂ヶ原のエノキ 

市指定；明神の藪、周方神社社叢、二俣神社社叢、高瀬先山のミズメ、興元寺のイ

チョウ 

 
保存樹・保存樹林 
（樹木保存法） 

・貴重な樹木・樹林地、巨樹・巨木について、必要に応じて、保存樹・保

存樹林としての保護を検討します。また、地域住民の協力と適切な維持・

管理による保全に努めます。 
 

貴重な樹木の選

定 
・旧徳山市「徳山百樹」の実績をいかし、周南市全域に対応した貴重な樹

木の選定を行うため、現状把握や情報収集を継続して進めます。 
・景観法に基づく景観計画の策定により、景観重要樹木としての保護を検

討します。 
 

 

２）歴史・文化的資源の魅力の創出 

施策・事業 施策の概要 

観光機能の充実 ・優れた観光資源として周辺を含めた魅力の創出を図ります。 
・歴史・文化の学習や体験が出来る機会の充実に努めます。 
・様々な歴史・文化的資源の情報発掘と積極的なＰＲに努めます。 
 

指定文化財 ・文化財保護法の改正により、地域における人々の生活や生業、地域の風

土によって形成された文化的景観が文化財の対象となりました。郊外に

分布する美しい棚田について、文化財としての保護を検討します。 
 

景観計画区域 ・景観法に基づく景観計画の策定により、伝統的風景を醸し出す地区につ

いて景観計画区域としての保全を検討します。 
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【基本方向 ⑨】 協働による緑のまちづくりの推進 

市民との協働による緑化活動を積極的に展開するため、市民主体の活動への支援やその仕

組みづくり、地域間の連携による都市と農村の交流促進、そして、これらの様々な活動に向

けた人材の育成を図ります。 

 
（１）参画と協働のまちづくりの推進 

市民の参画と協働による緑化の推進を図るため、公園や街路樹等の維持・管理や運営等へ

の参画とその仕組みづくりを進めます。 
 

施策・事業 施策の概要 
公園、街路樹愛護

会、アドプトシス

テム（里親制度）

等の推進 

・公園愛護会やクリーンネットワーク推進事業を拡充する等、公園や道路

の維持管理に関する管理運営団体を育成し、市民の手による美化清掃活

動を促進します。 
・街路樹や植樹帯の管理において、街路樹愛護会の設立を検討します。 
＜実績＞ 

公園愛護会； 116団体（平成20年５月現在） 
クリーンネットワーク登録団体； 44団体（平成20年４月現在） 

 
市民意向に沿っ

た公園緑化 
・公園整備においては周辺環境に配慮し住民の意向に沿った樹種を選定す

る等の地域のシンボルとなる緑化を進め、地域が主体となった緑化を誘

導します。 
 

プレーパーク 
“冒険遊び場” 

づくり 

・自然とふれあいながら、自分の責任で自由に遊べる空間、自由に冒険の

できる遊び場「プレーパーク」の実現に向けて、周南独自のガイドライ

ンの作成や市民との協働による仕組みづくりを検討します。 
 

ボランティア人

材バンクの活用 

・周南市ボランティア人材バンクは、仕事や趣味を通じて得た知識・技術・

特技・資格等を持ち、市内の依頼グループからの要望に基づき、助言や

指導等ができる制度です。 
 ＜環境関連登録数＞ 
 グループバンク登録数 84団体 

 人材バンク登録数   ７人 
 

事業者の協力体

制の仕組みづく

り 

・公園の整備や管理運営に、事業者が参加、協力できる体制の仕組みづく

りを検討します。 

環境学習支援プ

ログラム及びエ

コすごろく 

・環境学習会及び出前トークの実施により、環境学習支援プログラム及び

エコすごろくの普及に努めます。出前トークの実施にあたっては、市民

活動ボランティア人材バンク等が協力する仕組みを検討します。 
 

市民参加型緑化

事業の推進 
・公園の整備や管理運営に市民が参加しやすく、地域での管理運営組織が

確立しやすくなるように、市民参加の組織体制づくりに関する基本ルー

ルの制定を検討します。 
 

５．市民協働による地域間の連携がとれた活力あるまちづくり 
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■公園における市民参画の形態 

項目 公園愛護会 アドプト制度 公園ボランティア 

参加者 自治会、老人会等の地域コ

ミュニティ団体が主体 
地域団体のほか学校、事業

者、個人等の多様な参加 
広域からの不特定多数の

参加 
活動場所 街区公園、近隣公園等の身

近な公園が中心 
公園のほか、道路、河川等

を含む場合が多い 
郊外立地型の比較的大規

模な公園が多い 
活動内容 清掃、除草等の維持管理を

中心とした活動 
清掃、除草等の維持管理を

中心とした活動 
里山管理、特定動植物の保

護、農作業等多様 
活動の特徴 地域密着型の活動であり、

公園に愛着を持ち日常的

な見守り等プラスアルフ

ァの活動も期待できる 

参加しやすい仕組みであ

り、子どもから高齢者まで

の幅広い世代、広域からの

参加も可能である 

会の運営や活動内容に参

加者が積極的に関与し、活

動を通じた交流や知識等

の習得面で参加者の満足

感が得られる 
行政支援 報償金の支払い 

活動内容に伴う講習会等 
用具・機材等の提供・貸与、

顕彰制度等（報償金等の金

銭的な支払いはない） 

用具・機材等の提供・貸与、

活動拠点の提供、技術面や

組織運営での助言、活動の

ＰＲ等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【市民参画形態】 

身近な公園 

（住区基幹公園） 

公園愛護会 

（自治会等の地域）

報奨金・講習会等 
用具等の提供 

活動拠点の提供等 

周 南 市

用具等の提供等

アドプト（里親）制度

（地域住民・事業者・

学校・団体等） 

公園ボランティア

（不特定多数）

道路・街路樹、河川 

小規模な公園等の 

公共のオープンスペース 

 

比較的大規模な公園 

連 携 連 携
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（２）緑化活動・花いっぱいの推進 

市民との協働による永続的な花いっぱい運動を推進するため、その仕組みづくりを図りま

す。 

 
施策・事業 施策の概要 

緑化資材の提供 ・市民の緑化活動に対して、花苗、樹木苗木、種子等の緑化資材を提供す
る制度の導入を図ります。 

 
地域花壇への花

苗の配布 
・年２回、公民館を通じて、育苗グループが育成した花苗（サルビア等）

を地域花壇へ配布します。 
＜平成19年度実績＞ 

サルビア46,350本、マリーゴールド22,022本、ハボタン33,752本、 

キンセンカ11,128本を350花壇へ配布。 

 
緑の募金による

助成 
・山口県と連携しつつ、緑の募金を通じた学校等への緑化木無償配布、緑

の少年隊への助成、その他植樹活動への助成を行います。 
 

 
（３）緑を通じた都市と農村の交流促進 

都市と農村の交流を促進するため、各種事業自然環境や農山漁村、歴史的風土とふれあえ

る機会を創出します。 

 

施策・事業 施策の概要 

体験交流事業の

推進 
・豊鹿里パークや大田原自然の家等の施設において、自然体験や農業体験

といった都市と農村の交流を促進する、体験交流事業を推進します。 
・都市と農山漁村の交流促進や、地域コミュニティの維持、再生に向けた

活動等に対して、各種国の支援事業を活用しながら取り組みます。 
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【基本方向 ⑩】 緑を守り、増やすための人づくり 

緑の保全、創出に向けた緑化に関する人材の育成を図るため、各種媒体を通じて市民の緑

化意識の高揚・啓発や緑化に関する知識・技術の普及を図ります。 

 
（１）緑化意識の高揚・啓発 

市民の緑化意識の高揚・啓発を図るため、ホームページや広報誌等を通じて、緑に関する

情報提供や、様々なイベントの開催、表彰制度の拡充を進めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

広報活動の充実 ・周南市ホームページ、広報誌、緑化に関するパンフレットにおいて、緑
の基本計画に関する情報、講習会やイベントのお知らせ、意見の収集や

交換等周南市の緑に関する情報を提供します。 
 

表彰制度 ・花壇コンクール等、市民において、自主的に取り組まれている様々な緑

化活動に対する表彰制度を充実させ、市民の緑化意識の啓発に努めます。

〔周南市花壇コンクール〕 
参加団体（地域・職域・団体の部；40団体、学校の部；23団体） 

表彰（地域・職域・団体の部；最優秀賞１団体、優秀賞５団体、奨励賞６団体 

学校の部；最優秀賞２団体、優秀賞４団体奨励賞６団体） 
〔山口県花いっぱい運動優良団体等表彰〕 
推薦団体；13団体 
表彰；教育長賞１団体、優良賞１団体、奨励賞４団体 
〔山口県花いっぱい運動モデル団体等指定〕 
周南市の指定団体；６団体（平成19年度現在） 

 
緑に関するイベ

ントの開催 
・花とワインフェスティバルや永源山つつじ祭りといった周南市が主催す

るイベント、また国、県が主催するイベントと連携しつつ、緑化に関す

るイベントを開催し市民の緑化意識の高揚を図ります。 
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（２）緑に関する知識・技術の普及 

緑に関する様々な知識や技術の普及を図るため、各地域の緑化を率先して進めるリーダー

や専門的知識を持つ人材の育成、様々な講習会等の開催を進めます。 

 
施策・事業 施策の概要 

リ ー ダ ー 講 習

会・勉強会の開催 
・リーダー講習会や勉強会の開催等により、ＮＰＯ団体やボランティア団

体等の育成、地域リーダーや専門的知識を持つ人材の育成を図ります。

 
講習会の開催 ・緑化知識に精通した方と連携し、市民参加による樹木観察会、緑化教室、

枝打ち体験会等を開催し自然に親しみ、自然に学ぶ場を提供します。 
・周南緑地の西緑地を活用して、樹木や野草などの植物や自然についての

基礎知識を学ぶ講習を実施し、身近にある自然を紹介できる「みどりの

案内人」を養成していきます。 
 

郷土樹種バンク

等設立 

・周南らしい環境を植生から保全していくため、郷土樹種の種子や育成方

法等のデータを蓄積した郷土樹種バンクや育苗場の設立を検討します。

 

 
（３）緑や環境に関する学習 

学校においての環境学習を充実させ、子どもたちが緑や環境を学ぶ場の提供を図ります。 

 
施策・事業 施策の概要 

環境学習に活用

できる教育施設

の緑化 

・植物の成長の観察、環境美化等の教育を目的として、花壇づくりに取り

組みます。 
・学校林について、生物の観察等、自然とのふれあい、環境学習の場とし

ての活用を図ります。 
 

環境学習の充実 ・専門的な知識や技術を持ったゲストティーチャーを招く等、学校の地域

性や特色をいかした環境学習を積極的に推進していきます。 

 

 


